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１ 業務の予定量 

 

 

２ 収益的収入及び支出 

 

 

 

※ 参考：当年度損益の状況（消費税及び地方消費税抜き予算額） 

 

 

区 分 予  定  量 比     較 

 項 目 令和２年度 令和元年度 増  減 増減率(%) 

(1)  接続件数          （件） 6,951 0 6,951 皆増 

(2)  年間有収水量       （㎥） 2,105,751 0 2,105,751 皆増 

(3)  一日平均有収水量   （㎥） 5,769 0 5,769 皆増 

(4) 主な建設改良事業   （千円） 624,540 0 624,540 皆増 

 

公共下水道工事       （千円） 216,800 0 216,800 皆増 

特定環境保全公共下水道工事 （千円） 209,000 0 209,000 皆増 

農業集落排水施設工事   （千円） 35,640 0 35,640 皆増 

雨水施設関連土地購入費    （千円） 163,100 0 163,100 皆増 

区 分  予  算  額 （千円） 比     較 

項 目 令和２年度 令和元年度 増減額(千円) 増減率(%) 

収 

 

入 

第１款 下水道事業収益 2,533,613 0 2,533,613 皆増 

 第１項 営業収益 489,960 0 489,960 皆増 

 第２項 営業外収益 2,043,653 0 2,043,653 皆増 

支 

 

出 

第１款 下水道事業費用 2,533,613 0 2,533,613 皆増 

 第１項 営業費用 2,159,927 0 2,159,927 皆増 

 第２項 営業外費用 348,446 0 348,446 皆増 

 第３項 特別損失 24,240 0 24,240 皆増 

 第４項 予備費 1,000 0 1,000 皆増 

区 分  予  算  額 （千円） 比較増減額 

(千円) 項 目 令和２年度 令和元年度 

下水道事業収益 2,495,065 0 2,495,065 

下水道事業費用 2,495,065 0 2,495,065 

当年度損益 0 0 0 
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３ 資本的収入及び支出 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 参考：主な建設改良事業の内訳 

 

事     業     概     要 予算額 (千円) 

公共下水道工事 三条処理区公共ます設置工事 5,000 

荒町第２雨水幹線整備工事 77,500 

ストックマネジメント改築更新工事 134,300 

特定環境保全公共下

水道工事 

栄処理区公共ます設置工事 5,000 

栄下水処理センター増設工事 199,000 

下田処理区公共ます設置工事 5,000 

農業集落排水工事 本成寺南部浄化センター機能強化改築更新工事 35,640 

雨水施設関連土地購入費 雨水管渠・調整池用地購入 163,100 

合                    計 624,540 

 

 

区 分  予  算  額 （千円） 比     較 

項 目 令和２年度 令和元年度 増減額(千円) 増減率(%) 

収 

 

入 

第１款 資本的収入 1,938,542 0 1,938,542 皆増 

 第１項 企業債 1,220,800 0 1,220,800 皆増 

 第２項 他会計補助金 303,287 0 303,287 皆増 

 第３項 国庫補助金 360,850 0 360,850 皆増 

 第４項 県補助金 45,555 0 45,555 皆増 

 第５項  負担金等 8,050 0 8,050 皆増 

支 

 

出 

第１款 資本的支出 2,915,668 0 2,915,668 皆増 

 第１項 建設改良費 875,293 0 875,293 皆増 

 第２項 企業債償還金 2,040,375 0 2,040,375 皆増 

資本的収支不足額   （千円） 977,126 

補
て
ん
財
源 

当年度分消費税及び地方消
費税資本的収支調整額 

（千円） 

30,775 

当年度分損益勘定留保資金 

（千円） 
946,351 
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４ 特例的収入及び支出 

  地方公営企業法適用により、特別会計については令和２年３月 31日で打ち切られる。

そのため、出納整理期間が存在しないことから、地方公営企業法施行令第４条第４項

の規定により、法適用の前日に属する会計年度に発生した債権又は債務に係る未収金

又は未払金は、予算に別条を設け処理する。 

  なお、未収金は７６８，８３２千円、未払金は６３７，２６６千円と見込んでいる。 

 


